別紙
令和８年度船舶に係る固定資産申告に当たっての記載要領
１　提出すべき書類

⑴　固定資産申告書　　　　　　（別添様式）※法人番号の記載要
⑵　同付属表

ア　船舶明細書及び改良費に係る明細書（付属表１その１）

イ　共有者に関する調　　　　　　　　（付属表１その２）

ウ　価額等算出表　　　　　　　　　　（付属表２）

エ　船舶入港回数の調　　　　　　　　（付属表３）

オ　定期航路に関する調　　　　　　　（付属表４）

⑶　参考資料

ア　申告船舶に係る法人税申告書及び同明細書（法人税法施行規則別表16⑴又は同表16⑵）の写し
イ　新規取得があった年度はその資産の台帳の写しをご提供いただくこととなる場合がありますのでご承知おきください。
⑷　固定資産申告書及び同付属表の提出に関する注意事項

ア　固定資産申告書及び同付属表の用紙はＡ４版としてください。　
イ　提出書類は、上記の順にまとめて綴じ、ページ番号を付してください。

ウ　様式中「※」印の欄は、記載を要しません。


ご提出いただく各帳票作成の基となるデータ等につきましては、例年同様可能な限りメール等でご提供いただきますようお願いいたします。
２　固定資産申告書について
⑴　「所有者の住所」の欄には、所有者が法人であるときは、申告事務等を行っている主たる事務所又は事業所の所在地名を記載してください。

⑵　「この申告に応答する者の氏名及び係名並びに電話番号」の欄には、申告書の記載事項について応答できる者の氏名及び電話番号を必ず記載してください。

⑶　「価額」の欄には、付属表２「価額等算出表」の「令和８年度価額（ト）」の「計」欄の額を記載してください。
３　付属表２（価額等算出表）について
⑴　「所有者名」及び「船名」の欄には、上欄に必ずフリガナを付けてください。

⑵　「船舶の用途」欄は、船舶の用途にしたがって該当するものを○で囲んでください。

⑶　「取得価額（イ）」の欄には、次の区分による額を記載してください。

ア　令和７年１月１日以前に取得した船舶の場合…令和７年度の固定資産申告書に記載された「本体部」及び「改良部分」の欄の取得価額を、それぞれ「本体部」及び「令和７年１月１日以前の改良部分」の欄に記載してください。

イ　令和７年１月２日以降に取得した船舶の場合…「本体部」の欄にその本体を取得したときの「取得価額」を記載してください。

ウ　「令和７年１月２日以降の改良部分」の欄には、付属表１（改良費に係る明細書）の「⑴改良費（増加分）の内訳」により計算された「改良費の金額」欄の「計」の額を転記してください。

エ　前年中に資産が撤去された場合には、撤去資産の取得価額を前年度の申告書の「取得価額（イ）」から控除し、控除後の取得価額を「取得価額（イ）」欄に記載してください。

オ　欄外の「（注）」に留意してください。

⑷　「令和７年度の価額（ロ）」欄には、令和７年１月１日以前に取得した船舶について、「本体部」及び「改良部分」ごとに、それぞれ令和７年度の固定資産申告書の「令和７年度価額（ト）」欄の額（令和７年度の固定資産税を課されなかった船舶については令和７年度の価額となるべき額）を記載してください。したがって、令和７年１月２日以降に取得した船舶については記載する必要はありません。

⑸　「令和７年中に撤去された資産の価額（ハ）」の欄には、付属表１（改良費に係る明細書）の「⑵撤去資産の内訳」により計算された「左欄の令和７年１月１日現在の価額」欄の額をそれぞれ「本体部」及び「改良部分」ごとに区分して集計し、転記してください。

⑹　「耐用年数（ホ）」の欄には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第１に掲げる耐用年数を記載してください。

ただし、法人税法施行令第57条第１項又は所得税法施行令第130条第１項の規定により国税局長の承認を受けた耐用年数によるものにあってはその耐用年数を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第３条第１項の規定の適用を受ける船舶については、その耐用年数を、それぞれ記載してください。

⑺　「減価残存率（ヘ）」の欄には、前記⑹の耐用年数に応じ、令和７年１月１日以前に取得したものについては、「別表１　減価残存率表」の「前年前取得のもの」の欄の率を、令和７年１月２日以降に取得したものについては、「別表１　減価残存率表」の「前年中取得のもの」の欄の率を記載してください。

⑻　「令和８年度価額（ト）」の欄には、船舶の本体部及び改良部分ごとに（イ）又は（ニ）の額に（ヘ）の率を乗じて得た額を記載してください。

ただし、当該額がそれぞれの「取得価額（イ）」欄の額の100分の５に相当する額を下回ることとなる場合には、その100分の５に相当する額を記載してください。

４　付属表３（船舶入港回数の調）について
この調は、すべての船舶について記載を要し、１隻ごとに洩れなく記載してください。

なお、入港箇所が多く、１表に記載できないときは、２表以上に記載してください。

５　付属表４（定期航路に関する調）について
この調は、申請航路について、寄港名及び当該航路に実際に就航した船舶名を洩れなく記載してください。
６　eLTAX（エルタックス）による申告について
令和７年１月６日より、eLTAX（エルタックス）による電子申告が可能となりました。電子申告を行った場合は、その旨愛知県市町村課（担当：花井　052-954-6068）までご一報ください。
なお、利用方法等につきましては、リーフレットや下記ホームページをご覧ください。

（参考）　操作マニュアル等

固定資産税 償却資産（知事・大臣配分資産、大規模償却資産）申告の

電子化に係る特設ページ　https://www.eltax.lta.go.jp/news/09853
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